
 

 

様式第２号(第６条関係) 

福祉バス使用許可申請書 
 

                            年  月  日 
 

社会福祉法人小山町社会福祉協議会 会長 様 
 

申請者 住  所 

        団体名等 

    氏  名 

    電  話 
 

 社会福祉法人小山町社会福祉協議会福祉バス運行管理規程及び同細則を遵守

し福祉バスを使用したいので、下記のとおり申請します。 
 

受付番号（仮予約申込書の受付番号）  

使用日時 
     年  月  日(  曜日) 

 時  分～  時  分 

使用目的    

目 的 地 
名称              電話  －   －  

住所 

運行経路 

健康福祉会館出発 8：30→出発場所(      ) ： → 

 

 

→着地場所 ： →健康福祉会館到着 17：15 

走行距離 片道・往復     Km 

保険会社 
名称・種類 

 

使用者の 

経費負担 
通行料、駐車料、燃料、社協会長が指定した経費 

乗車名簿 1 使用責任者氏名         携帯電話   －   －  

2  3  4  5  

6  7  8  9  

10  11  12  13  

14  15  16  17  

18  19  20    

21(車椅子)   22(車椅子)  
  



 

 

○社会福祉法人小山町社会福祉協議会福祉バス運行管理規程抜粋 

(使用範囲) 

第２条 （略） 

２ 福祉バスは，車輌のみの使用はできない。 

 （運行） 

第３条 (略) 

４ 宿泊を伴う運行は認めない。 

（使用許可の取り消し） 

第５条 前条の規定により使用許可を受けたものが、許可の内容と異なる目的に使用し、又は使用される

と認められるときは、許可を取り消すものとする。 

（使用の中止） 

第６条 福祉バスの使用を許可した後において、災害、気象条件、交通事情、車両の故障等により福祉バ

スの運行が困難と認めるときは、申請者に使用できない旨を速やかに連絡するものとする。この場合に

おいて、申請者は、本会に代替バス等の要請をすることはできない。 

２ 本会は、前条及び前項の規定により許可を取り消し，又は運行を休止した場合において，申請者又は

福祉バスを使用する者（以下これらを「使用者」という。）に損害が生じても賠償の責任を負わない。 

(使用者の損害賠償義務) 

第８条 福祉バス使用者は、車体又は車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損

害を賠償しなければならない。 

○社会福祉法人小山町社会福祉協議会福祉バス運行管理規程細則抜粋 

（運行責任者） 

第１０条 本会は、福祉バスを運行にあたり、本会に運行責任者を配置し、福祉バス運行の都度、運転業

務委託事業者と連携して安全運行に努める。 

（使用責任者の遵守事項） 

第１１条 使用責任者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 安全運転を阻害するような行為をしないと。 

⑵ 運転手の指示に従うこと。 

⑶ 乗車名簿に記載のない者を乗車させないこと。 

⑷ 使用者に注意事項を周知の上，乗降の際に誘導する等安全面に配慮し，事故の未然防止に努めるこ

と。 

⑸ 車内に危険物を持ち込まないこと。 

⑹ 車内での飲酒・喫煙は禁止とし，危険な行為をしないこと。 

⑺ 車内はきれいに使用し，ごみ等は責任をもって持ち帰ること。 

⑻ 使用中止は、1 営業日前までに本会に連絡すること。 

⑼ やむを得ない理由により，運行経路及び運行時間の変更が必要なときは 運行管理者の承認を受け

ること。 

（目的地及び運行経路） 

第１３条 福祉バスの目的地及び運行経路は、第７条に規定する使用許可書により使用許可を受けた目的

地及び運行経路に限定するものとし、目的地及び運行経路を変更することはできない。ただし、緊急事態

等の発生時はこの限りでない。 

２ 福祉バス使用者は、福祉バスの使用中に目的地及び運行経路を変更しようとするときは、本会の運行

責任者と協議し、本会の承諾を得た上で目的地及び運行経路を変更することができる。 

（不測の事態への対応） 

第１４条 福祉バスの運行中、交通事故または車両の故障等によりバスの自力走行が不可能となった場合

は、運行責任者、運転者及び使用責任者の３者にて対応方法を協議し、対応するものとする。 

２ 第８条の規定により運転業務を業務委託した福祉バスの運行中、交通事故または車両の故障等により

バスの自力走行が不可能となった場合は、運行責任者、運転業務委託事業者及び使用責任者の３者にて対

応方法を協議し、対応するものとする。 

 （保険加入等） 

第１５条 福祉バス使用者は、福祉バス使用の都度、本会が推奨するボランティア活動保険等に加入しな

ければならない。ただし、会長がボランティア活動保険相当の保険に加入していると認める場合は、この

限りでない。 

２ 本会は、福祉バス運行時の事故等により運転手及び使用者に損害が発生した場合において、本会に賠

償責任が生じたときは、本会が加入する保険の補償範囲で賠償するものとし、補償範囲を超える賠償に

ついては、本会はその責を負わない。 


